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令和８年４月１日時点 

 

～エコハウス補助金よくあるご質問～ 

 

高槻市 環境政策課 

（０７２）６７４－７４８６ 

 

 

 
１．太陽光発電システム・蓄電池・V2H について・・・・・・・・・P.2 

２．窓の断熱改修について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4 

３．雨水貯留タンクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5 

４．申請書類について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6 

５．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9 
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１．太陽光発電システム・蓄電池・V2H について 
 

質問１ 

Ｑ V2H とはどのようなものですか。 

Ａ Vehicle to Home といい、電気自動車に蓄えた電気を家屋に供給するた

めの機器です。 

電気自動車の充電器とは異なりますので、ご注意ください。 

質問２ 

Ｑ 太陽光発電システムのみを導入しました。この場合、補助の対象になりま

すか。 

Ａ 太陽光発電システムを単体で導入した場合、補助の対象になりません。 

  太陽光発電システムは蓄電池または V2H と同時設置した場合に補助の対

象となります。 

質問３ 

Ｑ 新築に太陽光発電システムと蓄電池を同時設置する予定ですが、太陽光発

電システムはサービスのため無料となります。この場合、補助の対象になり

ますか。 

Ａ 補助の対象になります。 

  補助対象経費には、蓄電池の金額のみ記載し申請してください。 

質問４ 

Ｑ 太陽光発電システムを増設し、新たに蓄電池を導入した場合、補助の対象

になりますか。 

Ａ 補助の対象になります。 

  新たに太陽光発電システムと蓄電池を同時設置(最も早い契約日から最も

遅い契約日までの期間が９０日以内)している場合、補助の対象となります。 

  なお、電力会社と電力受給契約を締結したことを証する書類である「再生

可能エネルギー発電に関する電力受給契約内容のお知らせ」については、旧

（増設前）に加え、新（増設後、契約変更日入り）の写しの提出が必要とな

ります。 

  ただし、旧（増設前）の導入に対し、高槻市の補助金を使用している場合

は、同一機器の対象となるため、対象外となります。 
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質問５ 

Ｑ 太陽光パネル、蓄電池及び V2H を設置しました。補助の対象になります

か。 

Ａ 補助の対象になります。 

  太陽光パネル及び蓄電池の同時設置＋V2H 単独設置もしくは、太陽光パネ

ル及び V2H の同時設置＋蓄電池の単独設置の２つの機器について申請いた

だくことになります。 

質問６ 

Ｑ 太陽光発電システムの無い自宅に蓄電池（または、V2H）を設置しました。

補助の対象になりますか。 

Ａ 補助の対象になりません。 

太陽光発電システムと連携していることが条件になります。 

質問７ 

Ｑ 太陽光発電システムと蓄電池（または、V2H）が連携されているかは、ど

のように確認しますか。 

Ａ 製品カタログや仕様書、モニター画面等で確認します。 

設置状況により必要な書類が異なる可能性がありますので、環境政策課ま

でお問い合わせください。 

質問８ 

Ｑ 以前、太陽光パネルと V2H の同時設置で補助金を受けていますが、新たに

蓄電池を設置しました。補助の対象になりますか。 

Ａ 蓄電池単独での補助の対象になります。 

  過去に申請された機器によって、補助対象となる機器が異なります。住所、

氏名等から過去に申請された機器を確認しますので、補助対象となる機器を

お知りになりたい場合は、環境政策課までお問い合わせください。 
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２．窓の断熱改修について 
 

 
 
 

  

質問１ 

Ｑ 既存住宅のすべての窓にすでに複層ガラスを設置していますが、より

性能の高い複層ガラスに交換しようと考えています。その場合、補助の

対象になりますか。 

Ａ 補助の対象になりません。 

  本補助金では、断熱性の低い窓から断熱性の高い窓への改修を目的と

しているため、すでに一定の断熱効果がある窓の改修（複層ガラスの窓

をより高性能な複層ガラスへ交換する場合や、すでに複層ガラスの窓に

新たに内窓を新設する場合等）は、補助の対象外となります。 

質問２ 

Ｑ 窓の断熱改修を行うに際して、複層ガラスへの交換に加え、内窓の新

設をする場合、補助の対象となりますか。 

Ａ 一部、補助の対象となります。 

  一つの窓に対して複数の方法により断熱改修を行う場合、いずれかの

方法のみが補助の対象となります。 

質問３ 

Ｑ 窓の断熱改修を行うに際して、開口部の位置を変更して窓を設置する

ことを考えていますが、補助の対象となりますか。 

Ａ 設置状況により異なります。 

  原則として、窓の断熱改修に伴って家の断熱性能が低下する場合は補

助の対象外となります。工事内容により補助の対象となるか判断します

ので、疑問のある場合は、環境政策課までお問い合わせください。 
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３．雨水貯留タンクについて 
 

 
 
 

  

質問１ 

Ｑ お店で雨水貯留タンクを購入し、個人で設置しました。補助金の申請

は可能ですか。 

Ａ 申請可能です。 

  ただし、提出をお願いしている契約書や領収書などの一部必要書類に

ついては、代替の書類が必要になる場合がありますので、ご相談くださ

い。 

質問２ 

Ｑ 雨水貯留タンクを自宅の敷地外にある自身の畑に設置しました。補助

の対象になりますか。 

Ａ 補助の対象になりません。 

このエコハウス事業の定義は、あくまで自ら居住する住宅に機器を導

入することになります。 

したがって、自宅外の土地に設置するケースは対象外となります。 

質問３ 

Ｑ 雨水貯留タンクを２個設置しました。２つとも補助の対象になります

か。 

Ａ ケースによります。 

  １つの商品として販売されている雨水貯留タンクを２セット購入し、

設置する場合は、１セットのみが対象となります。しかし、雨水貯留タ

ンク２個を１つの商品として販売している商品については、本体代全額

が補助対象となります。 

  このほか様々なケースが考えられますので、疑問のある場合は、環境

政策課までお問い合わせください。 
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４．申請書類について 
 

質問１ 

Ｑ 申請書類は、郵送での提出も可能ですか。 

Ａ 窓口に直接持参のうえ、提出して下さい。 

書類不備により即時受付できないケースが非常に多くなっているた

め、窓口で書類を確認したうえで、提出いただいています。 

質問２ 

Ｑ 申請書類の提出を、申請者以外の第三者（ハウスメーカーや施工業者

等）に依頼することは可能ですか。 

Ａ 可能です。 

  委任状等は不要ですが、必要に応じ、市から申請者にも連絡をする場

合があります。 

質問３ 

Ｑ 申請書類の提出が完了したら、その場で補助金を受け取れますか。 

Ａ 後日になります。 

窓口では、申請書類がすべて揃っていることや簡易な確認のみを行い

ます。申請書類をお預かりした後、正式な審査を行い、申請者に郵送に

て補助金交付の可否を概ね２か月以内にお知らせします。その後、請求

書を提出いただいてから、概ね１か月で補助金が口座に振り込まれま

す。 

質問４ 

Ｑ 窓口にて、申請書類に一部不足があることが判明した場合や、不備が

ある等の理由により再提出となった場合、全ての書類を持ち帰ったうえ

で再度来庁し、提出が必要ですか。 

Ａ 軽微な修正の場合、「書類預かり」として、申請書類の一部をお預かり

することは可能です。その場合、不足書類が全て提出された時点で受付

完了（予算枠の確保）となるため、早急に書類の提出をお願いします。 
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質問５ 

Ｑ 上記の「書類預かり」中に、申請を予定している機器の交付額が予算

の上限に達した場合、どうなりますか。 

Ａ 補助金は交付できません。 

  「書類預かり」中に予算枠がなくなり受付が終了した場合、提出され

た申請書類の引き取りをお願いします。なお、市からの連絡後１か月以

内に引き取りがない場合、預かった切手を使用し、住民票、完納証明書

を返送します。残り全ての書類は破棄します。 

質問６ 

Ｑ 前年度の募集が終了してから本年度の募集開始までの間にエコハウ

ス事業の完了日を迎えたのですが、申請は可能ですか。 

Ａ 対象機器によっては申請可能です。 

前年度のエコハウス補助金において受付を行った補助対象機器で上

限件数を迎えていない、かつ令和８年２月２８日(土)から５月１０日

(日)までにエコハウス事業の完了日を迎えたものが申請可能となりま

す。 

今年度の対象機器は以下のとおりです。 

・太陽光発電システムと蓄電池の同時設置 

・太陽光発電システムと V2H の同時設置 

・太陽熱利用システム 

・ペレットストーブ 

・V2H の単独設置 

・窓の断熱改修 

・雨水貯留タンク 

質問７ 

Ｑ 現在高槻市民で、市内引っ越し先の住居に対象機器を導入するのです

が、引っ越し前でも申請は可能ですか。 

Ａ 申請できません。 

転居の手続きを完了し、新たな住所の住民票が発行可能になれば申請

が可能です。新たな住所の住民票が発行できない間は申請を受付できま

せん。提出期限に留意し、転居の手続きを完了してください。 
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質問８ 

Ｑ 対象機器を契約して設置しましたが、見積書や領収書が発行されませ

んでした。申請は可能ですか。 

Ａ 見積書や領収書がない状態での受付はできません。見積書や領収書、

またはそれらに類する書類を事業者から発行していただく必要があり

ます。 
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５．その他 

 

質問１ 

Ｑ 個人間売買による取引（フリマアプリ等）を利用し、未使用の機器を

調達した場合、補助の対象になりますか。 

Ａ 補助の対象になりません。 

本補助金では、交付要綱第２条第１項第１号において、「導入する機器

は自作品を除く市販のもの、かつ導入前において、使用に供されたもの

でないものに限る」としています。また、古物営業法では、一度使用さ

れた、若しくは使用されていない場合でも、使用のために取引されたも

のを古物と定義しています。 

  そのため、たとえ未使用であったとしても、一度市場に流通したもの

は中古品であると判断し、補助の対象外となります。 

質問２ 

Ｑ 補助金の交付決定通知書は、いつごろ送付されますか。 

Ａ 申請書類をお預かりした後、正式な審査を行い、問題がなければ、通

常２か月ほどで、申請者に交付決定通知書を郵送します。 

質問３ 

Ｑ 過去にリビングの窓を高槻市の補助金を使用して断熱改修しました

が、今年度にほかの部屋の窓を高槻市の補助金を使用して断熱改修する

ことは可能ですか。 

Ａ できません。 

過去に高槻市の補助金を受けた同一の対象機器については、２回目の

補助を受けることはできません。 

質問４ 

Ｑ 国の補助金を受けましたが、申請は可能ですか。 

Ａ 国の補助金との併用申請は可能です。 

ただし、国から受けた補助金の額を対象経費から差し引いた金額での

補助金算定になります。 

また、国の補助金が市の補助金と併用が可能かどうかは国の補助金の

問い合わせ先にご確認ください。 
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質問５ 

Ｑ 補助金の対象となる経費の考え方について教えてください。 

Ａ 交付要綱第３条第４項に記載のとおり、「機器本体及び設置に係る費

用（消費税等額を含まない。）から本補助金の他に交付を受けた、あるい

は受ける予定の補助金の額を減じた額」です。 

補助金の対象機器以外の工事を含むリフォーム等においては、対象機

器以外に係る工事費用は、補助金の対象となる経費（以下、「補助対象経

費」という。）の対象外です。 

また、工事代金の値引き額や、本補助金の他に交付を受けた（受ける

予定の）補助金の額については、工事代金に占める補助対象機器本体及

び設置に係る費用の割合を算出し、値引き及び他の補助金に乗じた額を

減じることとしています。 

補助対象経費の考え方に不明な点があれば、環境政策課にご相談くだ

さい。 

（例）窓の断熱改修と同時に行う網戸の改修費用や、太陽光発電システム

を含む補助対象機器における HEMS の設置費用などは、補助対象経費の

対象外。 

質問６ 

Ｑ インターネットで注文して対象機器の設置工事を行い、銀行振り込み

で料金を支払ったため、契約書と領収書がありません。申請は可能です

か。 

Ａ 契約書や領収書がない状態での受付はできません。事業者に契約書と

領収書の発行を依頼してください。 

契約書の発行ができない場合は、注文者・請負者・工事場所の住所・

金額・契約日（注文日）・工事名称・受発注した文言などを記載した文書

に会社印を押印したものを提出することで受付可とする場合もありま

すが、一度環境政策課にご相談ください。 

領収書の発行ができない場合は、ホームページに掲載している参考資

料「受領金額証明書」を事業者に作成していただき、原本を提出してく

ださい。 

 


